
夫、妻 各々で確認後、必ず本人が してください。
※共同親権、単独親権どちらの場合でも、夫婦双方の が必要です。
※ がない場合は受付できないことがあります。

婚姻のとき氏が変わった人は次の中から必ず選んで、自身で記入してください。
（１）婚姻前の氏を名乗り、婚姻前の戸籍にもどる。→もとの戸籍にもどる

※従前戸籍が除籍になっている場合など、もとの戸籍に戻れない場合もあります。
（２）婚姻前の氏を名乗り、自分で新しい戸籍をつくる。→新しい戸籍をつくる
（３）婚姻中の氏を名乗り、自分で新しい戸籍をつくる。→左の欄は記入せず、

別の届書「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。

婚姻中の氏名で、必ず本人がフルネームを自署してください。

当事者以外の成年者２名によるフルネームの自署（必ず本人の直筆）が必要です。
いずれか一か所でも空欄のある場合には受理できません。

いずれかに必ず してください。

夫婦間に未成年の子がいる場合は、親権者を父母双方または一方に指定してください。
父母双方を親権者とする場合は、「父母双方が親権を行う子」欄に子の氏名を記入してください。
※この離婚届出で子の戸籍は変動しません。

親権者の指定を求める家事裁判又は家事調停の申立てがされている場合は、
子の氏名を記入してください。

昼間連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。

記入例


